
Ｎｅｗｓ＆Ｔｏｐｉｃｓ 

穐吉敏子ジャズミュージアム  

活動目的：この法人は、盛岡市及び岩手県を拠

点として、世界的ジャズピアニスト穐吉敏子の

実績を世界に向けて発信する。また、音楽を中

心とする文化、芸術に関する事業を行い、文化

的で豊かな地域づくりに寄与することを目的と

する。    

認証日：令和３年６月30日 

【令和３年度】 市が新たに認証したＮＰＯ法人を紹介します 

  【乙部地区】 
「乙部地域の城主と
地割地名をひもとく」
を発行 

 乙部地域協働のまちづくり

事業推進委員会（佐々木章一

会長）は、令和４年３月に、

乙部地域の館に関わる城主の姿や系図、地割・地

名、遺跡等についてまとめた冊子を発行しまし

た。 

 この冊子の作成は、「乙部地域まちづくり計画

書」に基づき取り組まれた事業です。同協議会

は、これまでもお宝マップの作成や故郷（ふるさ

と）のうたＣＤの発行を行うなど、地域の歴史、

文化の掘り起こしや周知に力を入れて取り組んで

います。 

 この冊子は、乙部地域内での配布を予定してい

るほか、盛岡市立図書館（都南図書館・渋民図書

館）と岩手県立図書館でご覧いただけます。 

令和３年度 
宝くじ助成金で備品を整備 

 令和３年度、市内の２団体がコミュニティ助成事

業の採択を受け、活動に必要な備品の整備を行いま

した。 

 この事業は、（一財）自治総合センターが、宝く

じの受託事業収入を財源として実施しているもので

す。令和５年度実施分は、本年９月に市を通して募

集を行う予定です。申請を検討される団体は、あら

かじめ必要な備品を確認するなど準備を進めていた

だくことをお勧めします。詳細は、市民協働推進課

協働推進係へお問い合わせください。 

境田町町内会 

テーブル、イス、いす用台車、

テレビ等 

内丸第二町内会 

音響機器、のぼ り、提灯、

ノートパソコン等 

 ＮＰＯ法人は、毎事業年度初めの３ヶ月

以内に、「事業報告書」等を所轄庁に提出

しなければなりません。４月１日が事業初

めの法人の提出期限は、６月30日です。忘

れずに提出しましょう。 

ＬＩＮＸ盛岡 

活動目的：この法人は、地域住民に対して、ス

ポーツ文化を核とした継続的な活動を通して、

青少年の心身両面に渡る成長を促し、若者の夢

の実現や地域住民の健康増進に努め、高齢者の

生きがいの創出に寄与する。また、地域の豊か

な自然環境の中で都市住民との交流を図り、自

然の大切さや伝統文化の理解を深めてもらう。

これらの活動を通して、地域住民の世代間を超

えた連帯感の高揚、高齢化社会への対応、地域

住民の健康・体力の保持増進、地域の教育力の

回復・基盤強化など地域自治を目指した新たな

地域社会の形成に寄与することを目的とする。  

認証日：令和４年３月25日 
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つながる 
（ 令 和 ４ 年 ４ 月 発 行 ） 

 ３月11日（金）、盛岡城跡公園において、「祈

りの灯火2022～心をつなぎ 命をまもる～」が開

かれました。この取組は、2012年から毎年行われ

ており、今回で10回目となります。主催は盛岡市

広域首長懇談会。盛岡復興支援ネットワーク、盛

岡市ボランティア連絡協議会が共催です。 

 発災時間に合わせて行われた追悼式典では、主

催者を代表し、谷藤盛岡市長が、震災で亡くなら

れた方に哀悼の意を表するとともに、全国からの

ボランティアや復興支援団体などが一体となり、

復興支援に取り組んできたことに感謝の言葉を述

べました。 

 式典終了後は、多数のボランティアが参加し、

約１万個の灯篭を会場内に設置しました。この灯

篭は、市内の学校や企業、団体、個人に加え、全

国の方から届けられたものです。 

 下橋中学校も、毎年この取組に参加していま

す。事前に自宅等で灯篭を作成するほか、当日は

１・２年生の有志約120人が会場に集い、灯篭の

設置を行いました。 

 同日夕方に行われた点火式では、震災の経験を

伝え、命を守ることにつな

がっていくことを祈念しなが

ら、灯篭に火が灯され、多く

の人が夕闇を照らす一万の灯

りに目を奪われていました。 

心をつなぐボランティア活動 



補助制度のご案内 

盛岡市は、地域の様々な団体が、住みよいまちづくりのための活動を将来にわたって持続的に

展開できるよう、その活動を支援しています。各制度の詳細は、担当課におたずねください。 

 なお、概要については、盛岡市が発行する「町内会・自治会向け補助制度の手引き」にも記

載しています。手引きは市民協働推進課窓口や市ＨＰで御覧いただけます。 

種類 名称 内容 担当 

町内会等

の活動に

対する補

助金 

町内会・自治会協働

推進奨励金 

町内会等が、継続して協働による地域社会の発展に資するこ

とを目的として、協働推進奨励金を支給します。 

振込みの担当は市民協働推進課ですが、以下の詳細な内容・

積算根拠については、各担当課にお問い合わせください。 

・奨励金の手続きや振込に関すること [市民協働推進課] 

・自治公民館活動費相当額に関すること [市民協働推進課] 

・広報誌等の配布部数に関すること [広聴広報課] 

・公園管理・街路樹管理に関すること [公園みどり課] 

・公園愛護会に関すること [公園みどり課] 

・子ども会育成会に関すること [生涯学習課] 

・盛岡市子ども会育成会連絡協議会への加入に関すること 

 [生涯学習課] 

市
民
協
働
推
進
課  

公衆街路

灯に関す

る補助金  街灯設置費等補助金 

市民の通行の安全を確保するため、町内会等が街灯の設置等

を行う場合に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を

交付します。 

電球や点滅器等の部品交換については、補助金の対象外とな

ります。 

公衆街路灯電気料給

付金 

町内会等が維持管理し、市が認定している公衆街路灯の電気

料金について、市が東北電力㈱へ直接支払いします。 

自治公民館整備事業

補助金 

町内会等が、所有・維持管理している自治公民館を新築・購

入・増改築・修繕する場合、経費の一部に対して予算の範囲

内で補助金を交付します。 

自治公民

館の整備

に関する

補助金   
コミュニティセン

ター助成事業補助金

（宝くじ助成） 

町内会等が、所有している集会施設の建築または大規模修繕

を実施する場合、経費の一部に対して補助金を交付します。 

空き家等利用自治公

民館賃借料補助金 

町内会等が、空き家等を賃借し、自治公民館として利用する

場合に、賃借料の一部に対して補助金を交付します。 

備品の購

入に対す

る補助金    

自治公民館整備事業

補助金 

町内会等が所有・維持管理している自治公民館で使用する備

品を購入する場合、経費の一部に対して補助金を交付しま

す。 

一般コミュニティ助

成事業補助金 

（宝くじ助成） 

町内会やコミュニティ推進地区組織等が、コミュニティ活動

に直接必要な備品を整備する場合、経費に対して補助金を交

付します。 

【広報ID：1001907】 

 市では、申請の際の負担を軽減し、市民サービスの利便性向上を

図るため、皆様が市へ提出される申請書や届出書その他各種書類の

押印について、法令等で義務化されているものを除き、原則として

廃止します。これに伴い、補助金等の申請様式が令和４年度より変

わる場合がありますので、申請の際はご留意ください。申請様式に

ついては、各補助金の担当課等へお問い合わせください。 

種類 名称 内容 担当 

ごみ集積場所

等の設置に対

する補助金 

ごみ集積場所等整

備事業補助金 

町内会・自治会が、ごみ集積場所やストックヤード

（資源一時保管場所）を設置する場合、経費の一部

に対し補助金を交付します。 

資
源
循
環
推

進
課 

緑化美化活動

に対する補助

金・支給制度 

フラワーバスケッ

ト設置費補助金 

町内会等が、道路の沿道にフラワーバスケットを設

置する場合、経費の一部に対して補助金を交付しま

す。 

公
園
み
ど
り
課  

花苗配布事業 
町内会等が、公園や公共空間の緑化美化活動を行う

際に植栽する花苗を配布します。 

木造施設の整

備に対する支

給制度 

市産材支給事業 
町内会等が、簡易な木造施設や構造物を建築する場

合に、原材料として市産材を支給します。 

林
政
課 

地域の防犯活

動に対する補

助金・支給制

度   

地域防犯カメラ設

置費補助金 

町内会等が、犯罪を未然に防止するため、防犯カメ

ラを設置する場合、経費の一部に対して予算の範囲

内で補助金を交付します。 

く
ら
し
の
安
全
課  防犯活動支援事業 

町内会等が、地域で自主的に防犯活動を行う場合

に、防犯パトロール用品を支給します。 

市へ提出される申請書等への押印の見直しに関するお知らせ 

 市は、令和４年度に「地域づくり計画」を

作成する組織（１地区）を募集します。な

お、計画作成に必要な経費は、予算の範囲内

において、最大30万円まで補助します。 

 「地域づくり計画」策定後は、地区の人口

に応じて、年度ごとに、予算の範囲内で事業

費補助金が交付されます。 

詳しくは、市民協働推進課  協働推進係

（019-626-7535）まで。 

【応募の要件】 

1. ひとつのコミュニティ推進地区全体を対象

として事業または活動を行うもの。 

2. 区域内の町内会・自治会をはじめＰＴＡ、

商店会、企業、子ども会、老人クラブ、Ｎ

ＰＯ法人、市民団体など、多様な主体が参

画しているもの。 

3. 地域づくり計画作成後、この計画に基づき

地域づくり事業を行うことができるもの。 

「地域づくり計画」作成地区を募集します 

60万 90万 120万 

最 

大 

最 

大 

最 

大 

5,000人以下 5,001人～10,000人以下 10,001人以上 事
業
費
補
助 


